
長野県では、地域の大人や社会が青少年を育むという考え

のもと、「伸びよう 伸ばそう 青少年」を合言葉に、約50年に

わたり県民運動として青少年の健全育成・支援に取り組ん

でいます。

地域社会と青少年との結びつきが希薄となっている今日、

その取組の必要性はこれまで以上に求められています。

子どもの健やかな成長を願う皆さんの
お力をお貸しください。

氏名（フリガナ）

「長野県青少年サポーター」申込書

歳

長野県将来世代応援県民会議会長　宛

　　　　　年　　　月　　　日

※個人情報は、青少年サポーターに関する事項及び法律の定めによる目的以外の目的には利用しません。

お申込み・お問い合せ

ボランティア活動
保険への加入

（どちらかに○を）　　希望する　　／　　希望しない

あり（　　　　　　　　　　　）　／　　　　なし

※　いくつでも可

□あいさつ運動　□見守り活動　□子どもの話し相手・遊び相手・相談相手

□学 習 支 援　□伝統文化の継承　□子どもカフェ等への参加・協力　

□立ち直り支援　□スポーツ活動支援　□環境浄化　　

□健全育成活動全般　□仲間づくり　□研修会への参加

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※　いくつでも可

□あいさつ運動　□見守り活動　□子どもの話し相手・遊び相手・相談相手

□学 習 支 援　□伝統文化の継承　□子どもカフェ等への参加・協力　

□立ち直り支援　□スポーツ活動支援　□環境浄化　　

□健全育成活動全般　□仲間づくり　□研修会への参加

□県民会議が行う諸活動への協力（街頭啓発活動、啓発用ポスターの掲示、

店舗内アナウンスなど）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

これから行ってみたい活動

現在行っている活動

長野県将来世代応援県民会議

年　齢

住　所

電話番号（携帯可）

メールアドレス

所属ボランティア団体



※下記の全ての活動を行っていただく必要はありません。取り組むことのできる活動を行っていただければ結構です。
　また、活動の内容はこれに限られるものではありません。

地域において青少年を育成・支援する諸活動にボランティアと
して取り組んでいらっしゃる個人又は団体（これから取り組みを
始める場合も含む）で、長野県将来世代応援県民会議（以下「県
民会議」という。）に登録いただいた方をいいます。

長野県青少年サポーターとは

県民会議ってなに？
長野県将来世代応援県民会議は、青少年の健全育成、結婚・子育て支援など、子どもから若者まで切れ
目のない支援を広く県民運動として推進することを目的として、平成29年6月に発足した官民協働の
組織です。（「長野県青少年育成県民会議（S45.6設立）」と「ながの子ども・子育て応援県民会議（H20.8設
立）」が統合して発足）
現在、長野県、長野県教育委員会、長野県警察本部、長野県連合婦人会、長野県子ども会育成連合会、長
野県PTA連合会、長野県経営者協会など県内の120を超える団体や個人が参加しています。

青少年サポーターの具体的な活動例

「信州あいさつ運動」、登下校時の見守り、青
少年への声かけ、補導活動への参加など

①子どもの見守り・声かけへの参加

スポーツ活動や野外活動の指導支援、イン
ターネットの適正利用のための取り組み
など

③青少年の育成活動への参加

信州こどもカフェ、無料学習支援・相談活
動への参加など

②子どもの居場所づくりへの参加

7月の「青少年の非行・被害防止全国強調月
間」や11月の「子ども・若者育成支援強調月
間」における街頭啓発
活動、啓発用ポスター
の掲示、店舗内アナウ
ンスなどの協力

④県民会議が行う諸活動への協力

青少年サポーターに登録すると多

くの方たちとつながりを持つこと

ができます。地域をつなぐ青少年

健全育成の輪を広げましょう

▲「信州あいさつ運動」

■登録により、「長野県青少年サポーター」の名
称を使用して活動していただくことができ
ます。
■登録時に希望された方※については、県民会
議においてボランティア活動保険に加入し
ます。

※個人登録者を対象とし、保険の必要なボランティアに従事する方
を対象としています。

■県民会議ホームページ等において、取組を広
く県民の皆様に紹介します。
■優れた取組は県民会議において表彰します。
■県民会議が開催する青少年サポーター研修
会へご参加いただけます。

青少年サポーターに

登録するメリットは？

個人でも団体でも登録は可能です。県民会議又
はお住いの市町村にお申し込みください。登録
いただいた方には県民会議会長（長野県知事）か
ら登録証を交付させていただきます。

サポーターに登録するには

どうすればいいの？

よくある質問（Q&A）

任期は何年ですか。

2年です。（中途辞退も可能。2年経過
後辞退の申し出がない場合は自動更
新されます。）

青少年サポーターの活動はボラン
ティアですので、県民会議からの金
銭の支給はありません。

登録すると県民会議から報酬や交
通費は支給されますか。

皆さんが青少年のために取り組まれ
ている活動そのものが青少年サポー
ターの活動です。県民会議から特別
な活動への取組をお願いすることは
ありません。ただし、活動内容として
「県民会議が行う諸活動への協力」を
選択していただいた方へは、協力依
頼をさせていただきます。

青少年サポーターに登録すると、何
か特別な活動をしなければならな
いのでしょうか。
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▲団体登録証

見本

▲個人登録証

見本


